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西
サ
ハ
ラ
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

西
サ
ハ
ラ
は
現
在
、
モ
ロ
ッ
コ
に
よ
る
領
有
権
の
主
張
と
、
元
々
の
西
サ
ハ
ラ
住
民
で
あ
る
サ
ハ
ラ
ー
ウ
ィ
が
組
織
し
た
ポ

リ
サ
リ
オ
戦
線
（
サ
ハ
ラ
・
ア
ラ
ブ
民
主
共
和
国
（
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
樹
立
）
に
よ
る
独
立
主
張
が
対
立
し
、
長
年
に
わ
た
り
未
解

決
の
ま
ま
推
移
し
て
い
る
。
国
連
に
よ
る
住
民
投
票
の
実
施
が
決
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
十
年
以
上
の
長
き
に
わ
た

り
膠
着
状
態
が
続
い
て
お
り
、
地
域
の
不
安
定
化
や
西
サ
ハ
ラ
で
の
人
権
侵
害
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
の
人
道
危
機
と
い
っ
た
深

刻
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
。 

 

我
が
国
は
、
西
サ
ハ
ラ
を
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
も
の
の
、
国
連
に
よ
る
仲
介
努
力
を
支
持
す
る
立
場
を
と
っ
て
き

た
。
世
界
を
見
渡
す
と
、
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
承
認
す
る
ア
フ
リ
カ
連
合
（
Ａ
Ｕ
）
を
は
じ
め
、
国
連
の
解
決
策
を
支
持
す
る
国
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
が
、
近
年
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
は
モ
ロ
ッ
コ
の
主
権
を
認
め
て
い
る
。
国
連
に
よ
り
、
民
族
自
決
権

の
行
使
に
基
づ
き
非
植
民
地
化
が
行
わ
れ
る
地
域
と
認
め
ら
れ
、
非
自
治
地
域
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
西
サ
ハ
ラ
に
対

し
、
我
が
国
に
は
国
連
を
中
心
と
し
た
、
原
則
的
な
外
交
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

従
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

西
サ
ハ
ラ
問
題
に
対
す
る
政
府
の
基
本
認
識
と
外
交
上
の
課
題
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

我
が
国
は
こ
れ
ま
で
、
西
サ
ハ
ラ
問
題
に
つ
い
て
「
国
連
の
仲
介
に
よ
る
当
事
者
間
の
対
話
を
通
じ
た
平
和
的
解
決
」
を

支
持
し
て
き
た
。
し
か
し
、
モ
ロ
ッ
コ
と
の
良
好
な
二
国
間
関
係
の
維
持
と
、
国
際
法
に
基
づ
く
民
族
自
決
権
の
尊
重
と
の

間
で
、
我
が
国
の
外
交
政
策
は
慎
重
な
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
。 

 

１ 

ア
メ
リ
カ
や
一
部
の
欧
州
諸
国
が
モ
ロ
ッ
コ
の
主
権
や
自
治
案
を
支
持
す
る
動
き
を
見
せ
る
中
、
現
在
の
国
際
情
勢
に

お
い
て
我
が
国
が
直
面
し
て
い
る
外
交
上
の
最
大
の
「
課
題
」
は
何
か
、
政
府
の
認
識
を
伺
い
た
い
。 

 

２ 

Ａ
Ｕ
が
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
加
盟
国
と
す
る
一
方
、
我
が
国
は
国
家
承
認
し
て
い
な
い
。
Ｔ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｄ
（
ア
フ
リ
カ
開
発
会

議
）
等
の
多
国
間
枠
組
み
に
お
け
る
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
扱
い
を
巡
る
対
応
の
難
し
さ
と
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
政
府
の
見
解

を
求
め
た
い
。 

二 

西
サ
ハ
ラ
人
民
の
自
決
権
お
よ
び
人
権
状
況
へ
の
関
与
に
つ
い
て 

 
 

国
連
憲
章
お
よ
び
一
九
六
〇
年
の
「
植
民
地
と
人
民
に
独
立
を
付
与
す
る
宣
言
」
に
照
ら
せ
ば
、
サ
ハ
ラ
ー
ウ
ィ
の
自
決

権
の
行
使
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
チ
ン
ド
ゥ
ー
フ
難
民
キ
ャ
ン
プ
等
に
お
け
る
人
道
状
況
の
悪
化
や
西

サ
ハ
ラ
に
お
け
る
人
権
侵
害
へ
の
懸
念
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

１ 

我
が
国
は
、
国
際
社
会
に
お
い
て
基
本
的
人
権
や
法
の
支
配
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
サ
ハ
ラ
ー
ウ
ィ
の
自
決
権
の
行



 

３ 

 

使
を
ど
の
よ
う
に
支
援
、
あ
る
い
は
働
き
か
け
て
い
く
べ
き
と
考
え
て
い
る
か
。 

 

２ 
こ
れ
ま
で
我
が
国
が
実
施
し
て
き
た
難
民
支
援
（
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
や
世
界
食
糧
計
画

（
Ｗ
Ｆ
Ｐ
）
等
を
通
じ
た
人
道
援
助
）
の
こ
れ
ま
で
の
実
績
と
、
今
後
さ
ら
に
人
道
危
機
を
緩
和
す
る
た
め
に
「
や
る
べ

き
こ
と
」
に
つ
い
て
政
府
の
具
体
的
な
方
針
を
伺
い
た
い
。 

三 

国
連
西
サ
ハ
ラ
住
民
投
票
監
視
団
（
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｓ
Ｏ
）
へ
の
貢
献
に
つ
い
て 

 
 

国
連
西
サ
ハ
ラ
住
民
投
票
監
視
団
（
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｓ
Ｏ
）
が
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
住
民
投
票
の
実
施
に
向
け
た
道

筋
は
見
え
て
い
な
い
。
現
在
の
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｓ
Ｏ
の
主
な
任
務
は
停
戦
監
視
、
地
雷
や
不
発
弾
の
脅
威
の
削
減
と
な
っ
て
い

る
。 

 

１ 

我
が
国
は
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｓ
Ｏ
に
対
し
、
分
担
金
以
外
の
側
面
（
要
員
派
遣
、
技
術
支
援
、
物
資
協
力
な
ど
）
で
の
直
接

的
な
貢
献
を
行
っ
て
き
た
か
。
実
績
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

停
戦
監
視
や
紛
争
予
防
の
観
点
か
ら
、
国
連
平
和
維
持
活
動
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）
へ
の
貢
献
を
掲
げ
る
我
が
国
と
し
て
、
Ｍ
Ｉ

Ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｓ
Ｏ
へ
の
さ
ら
な
る
関
与
や
、
平
和
的
な
独
立
・
解
決
に
向
け
た
プ
ロ
セ
ス
を
後
押
し
す
る
た
め
に
、
人
的
・
物

的
な
面
に
お
い
て
「
や
る
べ
き
こ
と
」
の
検
討
状
況
を
伺
い
た
い
。 



 

４ 

 

四 

平
和
的
解
決
お
よ
び
独
立
に
向
け
た
我
が
国
の
主
導
的
役
割
に
つ
い
て 

 
 

我
が
国
は
、
特
定
の
利
害
関
係
か
ら
比
較
的
自
由
な
「
公
正
な
第
三
者
」
と
し
て
、
ア
フ
リ
カ
の
平
和
と
安
定
に
貢
献
で

き
る
独
自
の
立
場
に
あ
る
。
ま
た
本
年
、
外
務
省
総
合
外
交
政
策
局
に
「
国
際
和
平
調
停
ユ
ニ
ッ
ト
」
が
設
置
さ
れ
、
我
が

国
は
国
際
紛
争
解
決
に
向
け
、
和
平
調
停
の
取
組
に
よ
り
積
極
的
か
つ
機
動
的
に
関
与
し
て
い
く
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。 

 

１ 

モ
ロ
ッ
コ
お
よ
び
ポ
リ
サ
リ
オ
戦
線
（
あ
る
い
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
等
周
辺
国
）
の
双
方
が
受
け
入
れ
可
能
な
、
国
際
法

に
基
づ
く
平
和
的
解
決
（
住
民
の
意
思
が
反
映
さ
れ
た
独
立
を
含
む
）
に
向
け
て
、
我
が
国
が
直
接
的
・
間
接
的
な
「
対

話
の
仲
介
者
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
意
思
は
あ
る
か
。 

 

２ 

国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
、
西
サ
ハ
ラ
問
題
の
根
本
的
解
決
を
促
す
た
め
に
、
今
後
我
が
国
が
国
際
舞
台
（
国
連
総
会

や
安
保
理
な
ど
）
に
お
い
て
発
信
す
べ
き
、
あ
る
い
は
主
導
す
べ
き
外
交
的
取
組
に
つ
い
て
、
政
府
の
決
意
と
具
体
策
を

伺
い
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


